
一

（
経
済
産
業
委
員
会
）

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な
移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

事
業
活
動
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
年
度
平
均
排
出
量
が
政
令
で
定
め
る
量
以
上
で
あ
る
事
業
者
は
、
毎
年
度
、
経
済
産

業
大
臣
に
対
し
排
出
目
標
量
等
を
届
け
出
る
義
務
を
負
う
。
経
済
産
業
大
臣
は
、
実
施
指
針
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と

き
、
届
出
を
行
っ
た
事
業
者
に
対
し
、
脱
炭
素
成
長
型
投
資
事
業
者
排
出
枠
（
排
出
枠
）
を
無
償
で
割
り
当
て
、
割
当
年

度
の
翌
年
度
に
、
当
該
事
業
者
の
排
出
実
績
量
に
相
当
す
る
排
出
枠
を
償
却
す
る
も
の
と
す
る
。
脱
炭
素
成
長
型
経
済
構

造
移
行
推
進
機
構
は
、
排
出
枠
取
引
を
行
う
た
め
の
排
出
枠
取
引
市
場
を
設
置
、
運
営
す
る
。

２

令
和
十
年
度
か
ら
徴
収
さ
れ
る
化
石
燃
料
賦
課
金
に
つ
い
て
、
化
石
燃
料
採
取
者
等
は
、
そ
の
額
等
を
記
載
し
た
申
告

書
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
申
告
に
係
る
化
石
燃
料
賦
課
金
を
提
出
期
限
ま
で
に
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。
経

済
産
業
大
臣
は
、
我
が
国
の
産
業
活
動
に
与
え
る
影
響
等
を
考
慮
し
て
化
石
燃
料
賦
課
金
を
減
額
又
は
還
付
す
る
。



二

二

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
製
品
に
つ
い
て
、
そ
の
生
産
量
又
は
販
売
量
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

指
定
脱
炭
素
化
再
生
資
源
利
用
促
進
事
業
者
は
、
主
務
大
臣
に
対
し
て
当
該
製
品
に
お
け
る
脱
炭
素
化
再
生
資
源
の
利
用

に
関
す
る
計
画
の
提
出
及
び
定
期
の
報
告
を
行
う
義
務
を
負
う
。

２

主
務
大
臣
は
、
指
定
省
資
源
化
製
品
等
（
対
象
指
定
製
品
）
に
つ
い
て
資
源
有
効
利
用
・
脱
炭
素
化
促
進
設
計
指
針
を

定
め
る
も
の
と
し
、
対
象
指
定
製
品
製
造
事
業
者
等
は
、
そ
の
対
象
指
定
製
品
の
設
計
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
の
認
定
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
の
特
例
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


